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共に生き、共に支え合う
まちづくりを目指して

　　

市
で
は
、障
害
者
の
方
が
安
心

し
て
生
活
で
き
る
よ
う
に
、さ
ま

ざ
ま
な
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
し
て
い
ま
す
。そ
の
中
で
も
、

利
用
ニ
ー
ズ
の
高
い
、市
が
独
自

に
行
っ
て
い
る
５
つ
の
サ
ー
ビ
ス
を

紹
介
し
ま
す
。

■対象者
　香南市に住所を有する下記の手帳を所持して
いる方であって、住民税非課税の在宅者
①身体障害者手帳１級・２級のうち下肢機能障
害・体幹機能障害・視覚障害による手帳を所持す
る方、もしくは３級のうち下肢機能障害または体
幹機能障害の手帳を所持する方
②療育手帳Ａ１・Ａ２
③精神保健福祉手帳1級
■サービス内容
　月に１回、香南市内および香南市外の医療機
関を利用するために必要な送迎を行う。
■利用者負担
　香南市内は利用者負担なし。香南市外（南国
市、香美市、安芸市、芸西村）は助成上限額3,000
円。高知市は5,000円。

■対象者
　家庭で常時介護を要する重度身体障害児（者）
または重度知的障害児（者）を主として介護して
いる方で、同居または同居に準ずる方
■要件
　次の要件をすべて満たす方
①介護する方が香南市に住所を有し市民税非課税
②介護を受ける方が市民税非課税世帯
③介護を受ける方の属する世帯の生計を、主とし
て維持する方が市民税非課税
④在宅で月の内15日以上介護していること
■手当額
　月額8,000円を毎年度10月（４～９月分）と4月
(10～３月分）に支給する。

■対象者
　身体障害者手帳３級または療育手帳Ｂ１、Ｂ２の方で
　・65歳未満の場合…世帯の総所得額が200万円以下の方
　・65歳以上の場合…住民税非課税世帯の方
■助成内容　対象者が負担する医療費を助成する

■対象者
　20歳未満の心身障害児の保護者（現に監護を
行う方）で、１年以上香南市に住所を有しかつ居
住している方

　※心身障害児とは
　　　身体障害者手帳３級以上または療育手帳Ａ１、Ａ２、Ｂ１の方ま

　たは特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める程度の

　障害の状態にある方

■手当額
　月額4,000円を９月（４～９月分）と３月（10～
３月分）に支給する。

■対象者
　香南市に住所を有する住民税非課税の在宅者
で、外出の際に第三者の付き添いが必要な方で
下記のいずれかに該当する方
①身体障害者手帳１級・２級のうち障害により臥
床している方、または車いすを利用している方で
一般交通機関の利用が困難な方
②療育手帳Ａ１・Ａ２
③精神保健福祉手帳１級
■サービス内容
　毎週月曜日から土曜日の午前８時30分から午
後５時15分までの間（ただし、休日および12月29
日から翌年の１月３日までを除く）で、社会参加の
ための外出に必要な送迎を行う。
■利用者負担
　利用者負担なし。ただし、一利用者あたりの年
間総利用時間は30時間以内。

※

が

しょう
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特
定
健
診
は
も
う
受
け
ら
れ
ま
し
た
か
？
特
定
健
診
受
診
券
の

有
効
期
限
は
、１
月
末
で
す
。こ
れ
を
過
ぎ
る
と
、今
年
度
の
特
定
健

診
は
受
診
で
き
ま
せ
ん
。ま
だ
、受
診
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、医
療
機

関
で
必
ず
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。き
ち
ん
と
体
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
、新

し
い
年
を
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
ょ
う
。

特定健診は１月末までに受診を 国
保
だ
よ
り

国
保
だ
よ
り

国
保
だ
よ
り

2013年（平成25年）１月のコクホ ■問い合わせ　市民保険課　　57-8506

定
健
診
の
対
象
者
は
、40
〜
74
歳
で
市
国
保
に

加
入
さ
れ
て
い
る
方（
医
療
機
関
で
治
療
中
の

方
も
含
む
）で
す
。対
象
と
な
る
方
に
は
、受
診
時
に
必

要
な
水
色
の
受
診
券
と
問
診
票
を
昨
年
５
月
下
旬
に

送
付
し
て
い
ま
す
。

　

集
団
健
診
は
今
年
度
の
全
日
程
を
終
了
し
ま
し
た

の
で
、ま
だ
特
定
健
診
を
受
け
て
な
い
方
は
、１
月
末

ま
で
に
左
記
の
医
療
機
関
で
個
別
に
受
診（
無
料
）し

て
く
だ
さ
い
。

診
券
の
有
効
期
限
を
３
月
末
ま
で
延
長
で
き
ま

す
の
で
、市
民
保
険
課
で
有
効
期
限
延
長
の
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

特

受

今
後
の
申
請
手
続
き
は
、右
の
日
程
を
予
定
し
て
い
ま
す
。確

定
申
告
で
病
院
や
調
剤
薬
局
の
領
収
書（
原
本
）を
提
出
す

る
前
に
、高
額
療
養
費
の
払
い
戻
し
に
な
る
と
思
わ
れ
る
診
療
月

の
領
収
書
に
つ
い
て
は
、領
収
書
の
コ
ピ
ー
を
取
っ
て
お
い
て
く
だ

さ
い
。

カ
月
の
医
療
費
の
自
己
負
担
額

が
世
帯（
も
し
く
は
個
人
）の
限

度
額
を
超
え
た
場
合
は
、超
え
た
額
が

高
額
療
養
費
と
し
て
後
か
ら
払
い
戻

し
に
な
り
ま
す
。

　

国
保
係
で
は
、該
当
す
る
と
思
わ
れ

る
方
に
は
、診
療
月
の
２
〜
３
カ
月
後

に
申
請
の
案
内
を
郵
送
し
て
い
ま
す
。

「
案
内
が
送
ら
れ
て
き
た
の
に
医
療
費

の
領
収
書
が
な
い
」と
い
う
こ
と
に
な

ら
な
い
よ
う
に
、領
収
書
の
保
管

を
お
願
い
し
ま
す
。
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市内の特定健診実施医療機関

医療機関名 住　　　所 電　話

もえぎクリニック 赤岡町２０６６‐３ ５７‐３０５０

ヤ・シィクリニック 香我美町岸本８００‐１ ５５‐１５００

山北診療所 香我美町山北１３０４‐１ ５４‐２２２０

北村産婦人科 野市町西野５５１‐３ ５６‐１０１３

さとう循環器消化器科 野市町西野５８７‐１５ ５７‐５３１１

鈴木内科 野市町みどり野１丁目６４ ５５‐３０３０

近森医院 野市町東野４４７‐２ ５４‐２２３５

西山内科 野市町西野５１‐１ ５６‐３８００

野市整形外科病院 野市町西野２２３５ ５６‐３０６３

５５‐１１０１野市中央病院 野市町東野５５５‐１８

５６‐２００２疋田内科 野市町西野２６３６‐６

５６‐２２１１藤川クリニック 野市町西野２１９２‐２

５６‐０１３８藤田整形外科 野市町東野１６９‐１

寺田内科 夜須町坪井２３‐１ ５５‐５１００

夜須診療所 夜須町手結２９８‐３０ ５４‐２２５０

※受診券を紛失した場合は、受診券の再発行ができま
す。お手数ですが、国民健康保健証と印鑑を持って市民
保険課または各支所の窓口においでください

特定健診受診券・保険証・問診票

■香南市以外の医療機関でも受診できますので、かかりつけ医に
ご相談ください。
■予約が必要な場合もありますので、必ず事前に医療機関に確認
をしてください。

H24.11月診療分

H24.12月診療分

１月23日

２月22日

２月12日

３月11日

２月25日

３月25日

★高額療養費申請手続きの予定
案内発送日 申請締切日 支給予定日

２０１２ ミスマーメイド

松山　歩未さん （香南市）
18 ２０１３.１19２０１３.１


